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資
料

日
朝
平
壌
宣
言

小
泉
純
一
郎
日
本
国
総
理
大
臣
と
金
正
日
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
国
防
委
員
長
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
十
七
日
、
平
壌
で
出
会
い
、

会
談
を
行
っ
た
。

両
首
脳
は
、
日
朝
間
の
不
幸
な
過
去
を
清
算
し
、
懸
案
事
項
を
解
決
し
、
実
り
あ
る
政
治
、
経
済
、
文
化
的
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
が
、

双
方
の
基
本
利
益
に
合
致
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
平
和
と
安
定
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
な
る
と
の
共
通
の
認
識
を
確
認
し
た
。

一
．
双
方
は
、
こ
の
宣
言
に
示
さ
れ
た
精
神
及
び
基
本
原
則
に
従
い
、
国
交
正
常
化
を
早
期
に
実
現
さ
せ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾

注
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
中
に
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
た
。
双
方
は
、
相
互
の

信
頼
関
係
に
基
づ
き
、
国
交
正
常
化
の
実
現
に
至
る
過
程
に
お
い
て
も
、
日
朝
間
に
存
在
す
る
諸
問
題
に
誠
意
を
も
っ
て
取
り
組
む

強
い
決
意
を
表
明
し
た
。

二
．
日
本
側
は
、
過
去
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
の
人
々
に
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
と
い
う
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
に
受

け
止
め
、
適
切
な
反
省
と
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し
た
。
双
方
は
、
日
本
側
が
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
側
に
対
し

て
、
国
交
正
常
化
の
後
、
双
方
が
適
切
と
考
え
る
期
間
に
わ
た
り
、
無
償
資
金
協
力
、
低
金
利
の
長
期
借
款
供
与
及
び
国
際
機
関
を

通
じ
た
人
道
主
義
的
支
援
等
の
経
済
協
力
を
実
施
し
、
ま
た
、
民
間
経
済
活
動
を
支
援
す
る
見
地
か
ら
国
際
協
力
銀
行
等
に
よ
る
融

資
、
信
用
供
与
等
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
宣
言
の
精
神
に
合
致
す
る
と
の
基
本
認
識
の
下
、
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
、

経
済
協
力
の
具
体
的
な
規
模
と
内
容
を
誠
実
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
双
方
は
、
国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
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一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
以
前
に
生
じ
た
事
由
に
基
づ
く
両
国
及
び
そ
の
国
民
の
す
べ
て
の
財
産
及
び
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
す
る

と
の
基
本
原
則
に
従
い
、
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
こ
れ
を
具
体
的
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
双
方
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
地
位

に
関
す
る
問
題
及
び
文
化
財
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
誠
実
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
．
双
方
は
、
国
際
法
を
遵
守
し
、
互
い
の
安
全
を
脅
か
す
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
日
本
国
民
の
生
命
と
安
全
に

か
か
わ
る
懸
案
問
題
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
側
は
、
日
朝
が
不
正
常
な
関
係
に
あ
る
中
で
生
じ
た
こ
の
よ
う
な

遺
憾
な
問
題
が
今
後
再
び
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

四
．
双
方
は
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和
と
安
定
を
維
持
、
強
化
す
る
た
め
、
互
い
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

双
方
は
、
こ
の
地
域
の
関
係
各
国
の
間
に
、
相
互
の
信
頼
に
基
づ
く
協
力
関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
地
域
の
関
係
国
間
の
関
係
が
正
常
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
地
域
の
信
頼
醸
成
を
図
る
た
め
の
枠
組
み
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
の
認
識
を
一
に
し
た
。

双
方
は
、
朝
鮮
半
島
の
核
問
題
の
包
括
的
な
解
決
の
た
め
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
国
際
的
合
意
を
遵
守
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
双

方
は
、
核
問
題
及
び
ミ
サ
イ
ル
問
題
を
含
む
安
全
保
障
上
の
諸
問
題
に
関
し
、
関
係
諸
国
間
の
対
話
を
促
進
し
、
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
の

必
要
性
を
確
認
し
た
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
は
、
こ
の
宣
言
の
精
神
に
従
い
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
二
〇
〇
三
年
以

降
も
更
に
延
長
し
て
い
く
意
向
を
表
明
し
た
。

双
方
は
、
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

日
本
国　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
理
大
臣　
　
　
　
　

小
泉
純
一
郎

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国　

国
防
委
員
会
委
員
長　

金
正
日

二
〇
〇
二
年
九
月
十
七
日　

平
壌

ky53B16平壌宣言a偶.indd   67 12.10.18   5:02:12 AM


